
　平成２７年度より、改正介護保険法が施

行される。現場で一人ひとりのお年寄りや

家族、地域を支えている私たちだれもが、

その動向が気になることは必至だ。今回の

フォーラムでは、改正についての説明と質

疑応答を中心に展開する。

趣旨

お 1 人　3,000 円

参加費

希望者のみ

懇親会 17 ： 00 ～　お 1 人 4,500 円 ( 先着 50 名）

有限会社 四季彩 デイサービスセンターかざぐるま　電話 ： 097-549-6800
NPO 法人 はなのいえ　電話 ： 079-268-0087

【申込み ・ 受付の問合せ】
【その他 ・ 全般の問合せ】

主催 ： 宅老所グループホーム全国ネットワーク 大阪実行委員会

12 ： 00　受付開始

12 ： 30　開会

12 ： 40　改正介護保険制度の説明

　　　　

　　　　

13 ： 30　ディスカッション

スケジュール

厚生労働省老健局振興課

課長補佐　  稲葉 好晴 氏

実際のところどうなるの？
登壇者 （予定） ： 惣万 佳代子 ・ 松本徳弥
　　　　　　　　　　　 平ケ倉文雄 ・ 内海 正子

15 ： 00　休憩

15 ： 15　質疑応答 （事前質問用紙にて受付）

16 ： 15　閉会



１．お申し込みについて

４．お申し込み先、お問合せ先

３．変更・取り消しについて

２．お申し込みから参加までの流れ

■フォーラム参加費支払についてのお願い

　 ・ 当日の受付にて参加費の支払いをお願いいたします。  

　 ・ 受付は、 各必要金額を準備の上、 団体名及び氏名等をお伝えください。

  　 つり銭等が出ないように準備をお願いいたします。

【フォーラム参加：お一人 3,000 円、懇親会参加：お一人 4,500 円】

本フォーラムの運営・事務は、実行委員会メンバーにて役割分担を行い、実施しています。
これまでのフォーラムの手続き方法から変更がありますので、ご注意ください。
宅老所全国ネットの運営を続けるために、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

申込み締切日：2015 年 1月 31 日（土）

【その他全般担当 ： その他の問合せ】

〒671-2221
   兵庫県姫路市青山北 3丁目 13-8
   NPO 法人　はなのいえ
   電話・FAX：　079-268-0087

【受付担当 ： 申込み ・ 受付の問合せ】

　〒870-0889 
   　大分県大分市大字荏隈 1220 番地の 23　
  　 有限会社 四季彩  
   　　デイサービスセンターかざぐるま
   電話：097-549-6800　FAX：097-549-6801

フォーラム参加申込書に必要事項をご記入の上、
FAXまたは郵送にて、受付担当（実行委員）まで、  
お申込みください。

受付担当（フォーラム実行委員）

参加申込書を受付後（受付番号と受付日を記入）、受付担当より FAXにて返信いたします。
お手元に FAXが届き次第、申込み完了です。

変更及び取り消しが生じた場合は、申込書の上に変更・取消箇所がわかるよう訂正の上、必ず FAX
にて受付担当まで送信してください。

※なお、懇親会の変更については、3日前（2月 13 日）17 時までにさせていただきます。

「第 17回全国宅老所・グループホーム研究交流フォーラム」実行委員会

　デイサービスセンター　かざぐるま

　大分県大分市大字荏隈 1220 番地の 23

　　　電話 ： 097-549-6800　

　　　FAX ： 097-549-6801



大阪YMCA国際文化センター　アクセス



第 17回全国宅老所・グループホーム研究交流フォーラム 参加申込書 FAX：097-549-6801 

都道府県名： 団体名： 申込責任者： 

所在地 〒 TEL： 携帯： 

FAX： E-Mail： 

No. 
ふりがな 

役職 
フォーラム 

3,000円 

懇親会 

4,000円 

 受付番号 

氏名  
※事務局記入欄 

(記入しないで下さい) 

例 
おおさか はなこ 

 ○ ○ 
 

大阪 花子 

１ 

      

 

２ 

      

 

３ 
      

 

４ 

      

 

５ 
      

 

参加にあたって、お手伝い等必要な場合は、その内容をご記入ください。 

 

 

 

事務局受付日 

 

 

 


